
第４回
在宅医療勉強会

在宅患者訪問点滴注射管理指導料
算定ポイントと留意点



在宅患者訪問点滴注射管理指導料（100点）

通院が困難な患者であること。

在宅での療養を行っていること。

 医師が、在宅での点滴注射が継続的に必要であると認めた患者。

訪問看護ステーションの看護師等に対して、詳細な指示書を交付

↓

記載必須項目：点滴の必要性、注入量、注入速度、投与薬剤、留意事項など。

自院の看護師に対して指示をした場合は、その内容をカルテに記載。



1週間のうち3日以上看護師等が患家を訪問して

点滴注射を実施した場合、3日目に算定する。

↓

・「1週間のうち3日以上」とは医師が指示を行った日から7日間をいう

・この1週間は暦週（日～土）により判断する

・すでに算定した暦週において指示の変更または追加があっても

指導料は算定出来ないが、薬剤料は算定出来る。

（例）

2/1（日）-2/3（火）で訪問看護へ点滴指示開始、

2/5（木）-2/7（土）再度点滴指示

2/3在宅患者訪問点滴注射管理指導料、合計6日分の薬剤料算定



算定の留意点

 ・必要な回路等の費用は含まれており、別に算定できない

 ・使用する注射薬の薬剤料は算定できる

 ・３日以上点滴注射を実施できなかった場合は薬剤料のみ算定可

 ・使用できる注射薬は特に制限はない

 ・点滴注射指示が3日未満の場合は、在宅で使用できる注射薬のみ

（たんぽぽ先生P.158）

 ・医師が行った点滴注射は含まれない

 ・皮下注射・筋肉注射も含まれない

 ・薬剤のレセプト記載は㉚注射欄の㉝その他で算定



<在宅患者訪問点滴注射管理指導料のルール＞

医師が指示した訪問点滴の提示日数

↓ ↓

指導料算定不可 実際に訪問看護に行った日数

在宅の部に規定されている

注射薬のみ可能 ↓ ↓

指導料算定不可 指導料・使用した薬剤ともに

しかし、使用した薬剤算定可能 算定可能

週２日以下 週３日以上

2日以下 ３日以上



在宅で使用できる注射薬

在宅医療において医師が使用する注射薬には制限が無いが、

患者が在宅で使用する注射薬（訪問看護で使用する注射薬を含む）は、

医科診療報酬点数表の第2章第2部「在宅医療」の第3節「薬剤料」で、

「厚生労働大臣の定める注射薬」として投薬可能な薬剤が定められている。

2024年5月の時点では122種類ある。（たんぽぽ先生P.159）

これらの薬剤を投与する場合、レセプトの⑭在宅欄の薬剤の項で算定する。



併算定不可の管理料

在宅中心静脈栄養法指導管理料

在宅麻薬等注射指導管理料

在宅腫瘍化学療法注射指導管理料

在宅強心剤持続投与指導管理料



Ｇｊｈｇｊ







算定例①

日 月 火 水 木 金 土

往診・点滴
指示

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

訪問診療

日曜日に往診依頼があり、
脱水症の発症を認めた。
往診時医師が点滴を行い、
次の日から2日間の訪問看護への指示があっ
た。（ソリターT3号輸液500ml）

水曜日の訪問診療の際、治癒したと判断し、

定期の訪問診療に戻った。

⑭ソリターT3号輸液500ml ×２
㉝点滴注射手技料 ×１
ソリターT3号輸液500ml ×１

指導料算定不可



算定例②

日 月 火 水 木 金 土

往診・点滴
指示

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

入院

日曜日に往診依頼があり、
脱水症の発症を認めた。
往診時医師が点滴を行い、
次の日から6日間の訪問看護への指示があっ
た。（ソリターT3号輸液500ml）

しかし、水曜日に他医療機関に入院となっ

た。

㉝点滴注射手技料 ×１
ソリターT3号輸液500ml ×１
訪点
ソリターT3号輸液500ml ×2

※6日間の指示だったが、〇日に入院となったため
2日間のみ訪問看護での点滴注射実施。

指導料算定不可



算定例③

日 月 火 水 木 金 土

往診・点滴
指示

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

往診
医師の点滴

内服に変更

日曜日に往診依頼があり、
脱水症の発症を認めた。
往診時医師が点滴を行い、
次の日から6日間の訪問看護への指示があっ
た。（ソリターT3号輸液500ml）

違う症状で5日目に往診依頼を受け、
症状が軽減しているため次の日から内服に

変更。

⑭在宅患者訪問点滴注射管理指導料 ×1
㉝点滴注射手技料 ×2
ソリターT3号輸液500ml ×2
訪点
ソリターT3号輸液500ml ×4



算定例④

日 月 火 水 木 金 土

往診
医師の点
滴

訪問看護
点滴注射

日 月 火 水 木 金 土

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

往診
医師の点
滴

訪問看護
点滴注射

訪問看護
点滴注射

金曜日に往診依頼があり、
脱水症の発症を認めた。
往診時医師が点滴を行い、
次の日から3日間の訪問看護への指示があっ
た。（ソリターT3号輸液500ml）

違う症状で2週目の水曜日に往診依頼を受け
医師が点滴を行い、2日間の点滴指示をした。

⑭在宅患者訪問点滴注射管理指導料 ×1
ソリターT3号輸液500ml ×2

㉝点滴注射手技料 ×2
ソリターT3号輸液500ml ×2
訪点
ソリターT3号輸液500ml ×3



ご清聴ありがとうございました

【次回の勉強会】
3月19日（木）13時～
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